
新型コロナウイルス感染症に関する欠席および出席停止の基準（生徒用） 

【生徒本人に関する状況】 

１. 本人に発熱や風邪症状などの感染症が疑われる症状がある場合 

① 発熱（解熱剤を服用している場合も含む）・風邪症状・倦怠感・息苦しさなど、感染症が疑われる症状があ

る場合は、抗原検査キットでの自己検査は「陰性」であっても感染している可能性を否定できないため  

欠席し、早めに医療機関または公的機関へ相談のうえ、受診をする。 

② 出席停止の期間 ： 感染症ではないと診断された場合は、症状が出た日から症状がなくなった日まで。 

２. 本人がＰＣＲ・抗原検査を受ける場合 ※医療機関や公的機関で受けることを前提 

① 本人がＰＣＲ・抗原検査を受ける場合は、結果が判明するまで欠席し健康観察を行う。 

② 出席停止の期間 ： ①に加えて次のⅰ）～ⅲ） 

ⅰ）検査結果が陰性かつ症状がない場合は、登校可能。ただし医師や保健所等からの指示がある場合は、

それに従う。 

ⅱ）検査結果が陰性かつ症状がある場合は、症状がなくなった日まで。ただし医師や保健所等からの指示

がある場合は、それに従う。 

ⅲ）検査結果が陽性の場合は、⇒4へ 

３. 本人が濃厚接触者に特定された場合 

① 本人が濃厚接触者に特定された場合は、欠席し健康観察を行う。 

② 出席停止の期間 ： 感染者が同居家族の場合は、感染者と最終接触した日（感染者の隔離を開始した

日）、または感染者の発症日（無症状感染の場合は検査を受けた日）のいずれか遅い方を 0 日として 5 日

間。6日目から登校可能。ただし、7日が経過するまでは発症の可能性があるため、常にマスクを着用し注

意すること。 

なお、同居家族の中で別の家族が遅れて発症した場合は、改めてその家族の発症から起算する。 

※感染者が同居家族以外の場合は、感染者と最終接触した日を 0日として 5日間。 

③ 本人の感染が判明した場合は、⇒4へ 

４. 本人が新型コロナウイルスに感染した場合 

① 本人が感染した場合は、出席を停止する。 

② 出席停止の期間 ：次のⅰ）・ⅱ）  

ⅰ）有症状感染者は、発症日を 0日として 7日を経過し、かつ症状軽快後（※）24時間経過した場合には、

8 日目から登校可能。ただし 10 日間が経過するまでは、感染リスクがあるため、常にマスクを着用し、

運動など感染リスクの高い行動は控えること。 

  （※）症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、喉の痛み・咳・息苦しさなどの呼吸器症状が改善傾向

であること。 

ⅱ）無症状感染者は、ＰＣＲ・抗原検査を受けた日を発症日（0日）として、7日間の療養後 8日目に登校可能。 

③ 校内で他の人との接触があった場合、保健所と連携し、濃厚接触者の調査を行う可能性がある。 

５. 基礎疾患（呼吸器疾患・心疾患・糖尿病など）の治療継続中で、主治医の指示により自宅待機

する場合 

① 出席停止の期間 ： 主治医に指示された期間 

 



【生徒の同居家族に関する状況】 

６. 同居家族に発熱や風邪症状などの感染症が疑われる症状がある場合 

① 同居家族に発熱（解熱剤を服用している場合も含む）・風邪症状・倦怠感・息苦しさなど、感染症が疑われ

る症状がある場合は、抗原検査キットでの自己検査は、「陰性」であっても感染している可能性を否定でき

ないため欠席し、同居家族には早めに医療機関または公的機関へ相談のうえ、受診してもらう。 

② 出席停止の期間 ： 同居家族の症状が出た日から感染症の心配がなくなった日まで。 

              同居家族がＰＣＲ・抗原検査を受けた場合は⇒7へ 

７. 同居家族がＰＣＲ・抗原検査を受ける場合 ※医療機関や公的機関で受けることを前提 

① 同居家族がＰＣＲ・抗原検査を受ける場合は、結果が判明するまで欠席し健康観察を行う。 

② 出席停止の期間 ： ①および次のⅰ）・ⅱ） 

ⅰ）同居家族の検査結果が陰性で、本人にも症状がない場合は、登校可能。ただし医師や保健所等から

の指示がある場合は、それに従う。 

ⅱ）同居家族の検査結果が陽性となり、本人が濃厚接触者に特定された場合は、⇒3へ 

８. 同居家族が濃厚接触者に特定された場合 

① 同居家族が濃厚接触者に特定された場合は、同居家族の検査結果が判明するまで欠席し健康観察を行

う。 

② 出席停止の期間 ： ①および次のⅰ）・ⅱ） 

ⅰ）濃厚接触者と特定された同居家族の検査結果が陰性で、かつ保健所から「濃厚接触者以外の家族に

対する外出制限はない」と指示された場合は登校可能。 

        ※濃厚接触者の同居家族が無症状の場合は、検査で「陰性」ならば登校可能。 

この場合は抗原検査キットによる自己検査でも可。 

※濃厚接触者の同居家族に症状がある場合は、必ず医療機関で検査を受けてもらうこと。 

ⅱ）濃厚接触者と特定された同居家族の検査結果が陽性となり、本人が濃厚接触者に特定された場合は、

⇒3へ 

※ 上記 １～8の場合の欠席は、すべて出席停止となります。 

該当する場合は、「新型コロナウイルス感染症に関する欠席届」を保護者が記入・押印のうえ、必

ず再登校の際に組主任に提出してください。 

※ 新型コロナウイルスワクチンの接種に関連した扱いについて 

① 接種日時は、できるだけ通常授業時を避けて予約してください。ただし、放課後や学校のない日に予約が

取れないなど、やむを得ない事情がある場合は、出席停止の扱いにすることが可能です。 

➡「新型コロナウイルス感染症に関する欠席届」の余白に記入して提出 

② ワクチン接種後の体調不良は、1 と同様に症状がなくなった日まで、欠席してください。 

➡「新型コロナウイルス感染症に関する欠席」の「1.症状の欄」に記入して、提出 

（2022.9.26 より赤字部分を追加・変更） 


